
資料の記載 根拠 規定内容
①２人以上の常勤職員の雇用又は５００万円以上の
投資を行っていること、②事業所を確保しているこ
と等を求めている

①出入国管理及び難民認定法第７条第１項
第２号の基準を定める省令

①

②入国在留審査要領
　第１２編在留資格Ｐ６４

②
第２章　在留資格別該当範囲等
第９節　投資・経営
第１　在留資格の審査
３　基準
（１）第１号
ア　要件の内容
（イ）基準第１号ロ
　外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について規定しており，「経営又は管理に従事する外国人
以外に本邦に居住する常勤の職員が２人以上勤務する事業規模以上のものであること」を要件としている。
　これは，本邦に居住する２人以上の常勤職員が従事して営まれる「規模」であれば，必ずしも２人以上の常
勤職員を雇用することが適合要件となるものではなく，この「規模」に係る運用については，２人以上の常勤
職員の雇用がない場合であっても，事業が２人以上の常勤職員が営まれる程度の規模であって，かつ，継続的
に運営されると予見され，又は運営されていると認められる場合には，適合するものとして取り扱うこととし
ている。
　具体的には，５００万円以上の投資が行われている規模の事業の場合には，実際にこのような常勤の職員を
２人以上雇用していなくても差し支えない。

③法務省ＨＰ「総合規制改革会議の「規制
改革の推進に関する第３次答申」に関する
在留資格認定」
（http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/k
ouhou/nyukan_nyukan20.html）

③
１　在留資格「投資・経営」について
（４）上記の「相当額の投資」については，会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右でき
る程度の金額であることが必要であり，最低でも５００万円以上の投資が必要となります。
　なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている
金額で判断されます。
　また，外国人が起業する際の５００万円以上の投資額についてですが，これは会社を経営するのに必要なも
のとして外国人が投下した額の総額であって，その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り，例えば，
土地や建物あるいはその賃借料，さらには事務機器代等も含まれます。また，一般には，会社の事業資金で
あっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが，その外国人が当該借入金について個人
保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。
 
（５）５００万円以上の投資額は,毎年５００万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資され
た５００万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
　そして，この５００万円以上の投資が行われている場合には，「投資・経営」の在留資格について出入国管
理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（以下「基準省令」という。）が定めている「当該
事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者（法別表第一の上欄の在留資格を
もって在留する者を除く。）で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実
際にこのような常勤の職員を２名以上雇用していなくても，差し支えないとする取扱いを行っています。

活　　動 基　　準

法別表第一の二の表の投
資・経営の項の下欄に掲
げる活動

一　申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれ
にも該当していること。
　イ　当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
　ロ　当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に２人以上の本邦に居住する者（法別
表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。）で常勤の職員が従事して営まれる規
模のものであること。
二、三　（略）



資料の記載 根拠 規定内容
当該外国人の投資額にかかわらず、事業の経営又は
管理に実質的に参画している必要があり、５００万
円以上の投資を行っていても、経営者又は管理者と
して活動する地位になければ、「投資・経営」の在
留資格は付与されない。

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政
令第３１９号）

別表第１の２の表

短期間の賃貸スペース等を利用したりする場合で
あっても、合理的かつ特別な事情があれば要件に適
合していると認めており、

入国在留審査要領
　第１２編在留資格Ｐ６４,７０

第２章　在留資格別該当範囲等
第９節　投資・経営
第１　在留資格の審査
３　基準
（１）第１号
ア　要件の内容
（ア）基準第１号イ
　外国人が経営し又は管理に従事する事業が本邦に事業所を有して営まれるものであることを要件としてお
り，次の両方を満たしていることが必要である。
① 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
② 財貨及びサービスの生産又は提供が，人及び設備を有して，継続的に行われていること
(注）上記の二つの要件は，総務省が定める日本標準産業分類一般原則２項における事業所の定義に基づくもの
である。
（中略）
第２　応用・資料編
２　事業所の存在・確保に関する留意事項
（１）「投資・経営」の在留資格に係る活動については，事業が継続的に運営されることが求められることか
ら，３か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり，容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には，
それを合理的とする特別の事情がない限り基準省令の要件に適合しているとは認められない。

在留期間を「１年」としているものは、職務上の地
位、活動実績、所属機関の活動実績等から、当該外
国人の在留状況を１年に１度確認する必要があるも
の

①出入国管理及び難民認定法 ①
（在留期間の更新）
第２１条　本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けること
ができる。
２　前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に
対し在留期間の更新を申請しなければならない。
３　前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新
を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
４　第２０条第４項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第５項の規定は第２項の規定による申
請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第４項第２号及び第３号中「新たな在留資格
及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

②出入国管理及び難民認定法施行規則（昭
和５６年法務省令第５４号）

②
別表第２

在留資格 本邦において行うことができる活動

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資し
てその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を
開始した外国人（外国法人を含む。以下この項において同じ。）若しくは本邦におけるこれらの
事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する
活動（この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことがで
きないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。）

在留資格 在留期間

投資・経営 ５年、３年、１年又は３月



資料の記載 根拠 規定内容
③入国在留審査要領
　第１２編在留資格Ｐ６８

③
第２章　在留資格別該当範囲等
第９節　投資・経営
第１　在留資格の審査
６　在留期間

在留期間 運用

５年

　次の①及び②のいずれにも該当し，かつ，③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務（住居地の届出，住居地変更の届出，所属機関の変更の
届出等）を履行しているもの（上陸時の在留期間決定の際には適用しない。）
② 学齢期（義務教育の期間をいう。）の子を有する親にあっては，子が小学校又は中学校（い
わゆるインターナショナルスクール等も含む。）に通学しているもの（上陸時の在留期間決定
の際には適用しない。）
③ 経営する，又は管理に従事する機関がカテゴリー１又はカテゴリー２に該当するもの
（カテゴリー１）
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・外国の国又は地方公共団体
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
（カテゴリー２）
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中，給与所得の源泉徴収票合計表
の源泉徴収額が1,500 万円以上ある団体又は個人
④ ③以外の場合は，「投資・経営」の在留資格で３年の在留期間が決定されている者で，か
つ，本邦において引き続き５年以上「投資・経営」の在留資格に該当する活動を行っているも
の

３年

　次のいずれかに該当するもの。
① ５年の在留期間を決定されていた者で，在留期間更新の際に５年の在留期間の決定の項
の①又は②のいずれかに該当せず，かつ，③又は④のいずれかに該当するもの
② ５年，１年又は３月の項のいずれにも該当しないもの

１年

　次のいずれかに該当するもの。
① 経営する，又は管理に従事する機関がカテゴリー４（カテゴリー１，２及び３のいずれにも該
当しない団体・個人）に該当するもの
② ３年の在留期間を決定されていた者で，在留期間更新の際に５年の在留期間の項の①又
は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位，活動実績，所属機関の活動実績等から，在留状況を１年に１度確認する
必要があるもの

３月 　滞在予定期間が３月以下であるもの



資料の記載 根拠 規定内容
上場企業等の大企業については、公表されている資
料により、その活動の実態が明らかであること等か
ら、本来提出を要するものを免除しているもの

①出入国管理及び難民認定法施行規則（代
表例として在留資格認定証明書交付申請の
場合及び別表第３の「人文知識・国際業
務」の部分を抜粋）

①
（在留資格認定証明書）
第６条の２　法第７条の２第１項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第６
号の３様式による申請書１通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
２　前項の申請に当たつては、写真（申請の日前３月以内に撮影されたもので別表第３の２に定める要件を満
たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第１９条の９第１項、第１９条の１０第１項、第
１９条の１１第１項、第１９条の１２第１項及び第２項、第２０条第２項、第２１条第２項、第２１条の２第
３項（第２１条の３第３項において準用する場合を含む。）、第２２条第１項、第２４条第２項、第２５条第
１項並びに第５５条第１項において同じ。）１葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第３の中
欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各１通を提出しなけ
ればならない。
３～６ （略）

別表第３

②法務省ホームページ（代表例として「人
文知識・国際業務」の提出資料）
在留資格認定証明書交付申請の提出書類
（http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRAT
ION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10
_12.html）
在留資格変更許可申請
（http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRAT
ION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_11.html
）
在留期間更新許可申請
（http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRAT
ION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10
_12.html）

②（ホームページを参照願います。）

在留資格 活動 資料

人文知識・国際業務 法別表第１の２の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

一　招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二　招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三　卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四　活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書



資料の記載 根拠 規定内容
現行運用上、例えば、今後の貿易業務等の具体的な
事業実施計画書の提示を求め、当該在留資格に係る
活動を主たる活動として従事する見込みが認められ
れば、「人文知識・国際業務」の在留資格への変更
を許可するなど柔軟に取り扱っている。

①出入国管理及び難民認定法 ①
（在留資格の変更）
第２０条　在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格（これに伴う在留期間を含む。以下第３項ま
で及び次条において同じ。）の変更（技能実習の在留資格（別表第１の２の表の技能実習の項の下欄第２号イ
又はロに係るものに限る。）を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特
定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含
む。）を受けることができる。
２　前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に
対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第２
２条第１項の定めるところによらなければならない。
３　前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認
めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をも
つて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
４、５（略）

別表第１の２の表

②出入国管理及び難民認定法施行規則（代
表例として「人文知識・国際業務」の提出
資料）

②
（在留資格の変更）
第２０条　法第２０条第２項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第３０号様式に
よる申請書一通を提出しなければならない。
２　前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第３の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
３～９（略）

別表第３

在留資格 活動 資料

人文知識・国際業務 法別表第１の２の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

一　招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二　招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三　卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四　活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

在留資格 本邦において行うことができる活動

人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分
野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必
要とする業務に従事する活動（１の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる
活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下
欄に掲げる活動を除く。）



資料の記載 根拠 規定内容
③出入国管理及び難民認定法第７条第１項
第２号の基準を定める省令

③

④入国在留審査要領
　第１２編在留資格Ｐ１２３、（代表例と
して「人文知識・国際業務」の提出資料の
該当部分）Ｐ６８４

④（該当部分抜粋）
第２章　在留資格別該当範囲等
第15節　人文知識・国際業務
第１　在留資格の審査
２　該当範囲
（１）人文知識・国際業務の在留資格に該当する範囲
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う人文科学の分野（いわゆる文科系の分野であり，社会科学の分野も
含まれる。）（注）に属する知識を必要とする業務に従事する活動及び外国の文化に基盤を有する思考又は感
受性を必要とする業務に主として従事する活動が該当する。
（中略）
（注）人文科学の代表的なものは，以下のとおり。
語学，文学，哲学，教育学（体育学を含む。），心理学，社会学，歴史学，地域研究，基礎法学，公法学，国
際関係法学，民事法学，刑事法学，社会法学，政治学，経済理論，経済政策，国際経済，経済史，財政学・金
融論，商学，経営学，会計学，経済統計学
４　審査のポイント
（１）在留資格の決定時
イ　申請書の勤務先，職歴，職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により，申請人の本邦におい
て行おうとする活動が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するものであることを確認する。

第31節　別表
【在留資格決定の場合】－人文知識・国際業務－
次の資料により判断する。
①　申請書
②　申請人が従事する業務の内容を詳細に説明する勤務先の文書
③　当該業務の過去１年間の実績
　ただし新規業務の場合は今後１年間の見込みを明らかにする資料

活　　動 基　　準

法別表第一の二の表の人文
知識・国際業務の項の下欄
に掲げる活動

　申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い
に関する特別措置法（昭和六十一年法律第六十六号）第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手
続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一　申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとす
る業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること。
　イ　当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
　ロ　当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し法務大臣が
告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）したこと。
　ハ　十年以上の実務経験（大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校
の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。）を有すること。
二　申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、
次のいずれにも該当していること。
　イ　翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、
商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
　ロ　従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を
卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三　申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



資料の記載 根拠 規定内容
「人文知識・国際業務」の在留資格が認められるた
めには、そもそも当該在留資格に係る活動を主たる
活動として安定的・継続的に従事する必要がある

同上 同上

職場の研修としての業務について、現在も資格外活
動許可を取得させるような運用は行っていない

同上 同上

単純に、元留学生の就職活動期間を１年から２年に
延長することについては、結果的に、２年という長
期の間、外国人に単純労働への従事を認めることと
なるため、かかる特例措置を認めることは適当では
ない。

他方、関係自治体があっせんする特区内の企業に就
職活動中の元留学生がインターンシップとして就職
する場合に、「特定活動」の在留資格（在留期間１
年で１回限りの更新を認める。）によりその在留を
認めることについては検討が可能。ただし、この場
合には、関係自治体が、外国人が適正な在留活動を
行わない場合の帰国担保措置をとることや、イン
ターンシップ期間終了後に当該企業で専門的・技術
的業務に従事して就職することが見込まれることを
確認すること等の一定の責任を果たす必要がある。

①出入国管理及び難民認定法 ①別表第１の５の表

②入国在留審査要領
　第１２編在留資格Ｐ３９８

②
第２章　在留資格別該当範囲等
第21節　留学
第２　応用・資料編
８　大学等を卒業した留学生が卒業後就職活動を行う場合における「特定活動」への在留資格の変更許可等の
取扱い
（１）取扱いの概要
　大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生が， 同教育機関
を卒業後， 就職活動を行っており，かつ，当該教育機関による推薦がある場合には，「特定活動」への在留資
格変更を許可し， 更に１回の在留期間更新を認めることにより，最長１年間滞在することを可能とするととも
に，資格外活動許可申請に基づき，週28時間以内の包括的な資格外活動の許可を与える。

在留資格 本邦において行うことができる活動

特定活動

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に
指定する活動
イ　本邦の公私の機関（高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的
推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する
事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。）との契約に基づいて当該
機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動（教
育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。）
又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する
事業を自ら経営する活動
ロ　本邦の公私の機関（情報処理（情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十
号）第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。）に関する産業の発展に資するもの
として法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定する
ものに限る。）との契約に基づいて当該機関の事業所（当該機関から労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条
第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関
の事業所）において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理
に係る業務に従事する活動
ハ　イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活
動
ニ　イからハまでに掲げる活動以外の活動



資料の記載 根拠 規定内容
高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇措置
の対象者は、我が国で就労する外国人に関する在留
資格（就労資格）で入国・在留することが可能な外
国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとのポイ
ントの合計点が70点以上に達した人であり、高度人
材ポイント制は、「一部の極めて専門的な高度人材
のみ」を対象としているものではない。

①出入国管理及び難民認定法第７条第１項
第２号の規定に基づき高度人材外国人等に
係る同法別表第１の５の表の下欄（ニに係
る部分に限る。）に掲げる活動を定める件
（平成２４年法務省告示第１２６号）

（注）第１８６回国会において成立し，平
成２６年６月１８日に公布された出入国管
理及び難民認定法の一部を改正する法律
（平成２６年法律第７４号）により「高度
専門職」の在留資格が創設され，平成２７
年４月１日から施行予定。

①
第２条　法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄（ニに係る部分に限る。）に掲
げる活動であらかじめ定めるものを、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり
定める。

ロ

②法務省ＨＰ「「技術」及び「人文知識・
国際業務」の在留資格の明確化等につい
て」
（http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/k
ouhou/nyukan_nyukan69.html）

②
１　「技術」に該当する活動として認められる業務の典型的事例
（１）「技術」の在留資格に該当する活動
　当該在留資格に該当する活動は，入管法別表第一の二の表の技術の項の下欄において，「本邦の公私の機関
との契約に基づいて行う理学，工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活
動（一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項，医療の項から教育の項まで，企業
内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。）」と規定されており，（２）以下に典型的な事例を挙
げていますが，前提として，学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動
でなければいけません。
（２）典型的な事例
○　本国において工学を専攻して大学を卒業し，ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務
等に従事した後，本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき，月額約２５万円の報酬
を受けて，同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計，総合試験及び検査等の業務に従
事するもの。
○　本国において工学を専攻して大学を卒業し，ソフトウェア会社に勤務した後，本邦のソフトウェア会社と
の契約に基づき，月額約３５万円の報酬を受けて，ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス
に従事するもの。
（以下略）

「技術」等の在留資格に該当した者が高度人材と認
められれば、本来活動と併せて当該活動と関連する
事業を自ら経営する活動に従事することも認められ
ている

同上 同上

活動を行おうとする者 あらかじめ定める活動

ロ　特定認定証明書を
所持し、当該特定認定
証明書において特定さ
れた本邦の公私の機関
との契約に基づいて自
然科学又は人文科学の
分野に属する知識又は
技術を要する業務に従
事する活動を行おうとす
る者であって、次条に定
めるところにより計算し
た点数が７０以上のも
の

特定認定証明書により特定された本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しく
は人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と
併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動



資料の記載 根拠 規定内容
留学生が、雇用先、就労時間及び就労内容等を明ら
かにして個別に資格外活動許可申請を行った場合に
は、その活動内容等を審査した上で問題がなけれ
ば、包括許可（1週28時間以内（教育機関の長期休
業期間にあっては、１日８時間以内））の範囲を超
える就労時間であっても個別に許可する取扱いが行
われている

①出入国管理及び難民認定法 （活動の範囲）
第１９条　別表第１の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号
に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一　別表第１の１の表、２の表及び５の表の上欄の在留資格をもつて在留する者　当該在留資格に応じこれら
の表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬（業として行うものではない講演
に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。）を受ける活動
二　（略）
２　法務大臣は、別表第１の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在
留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営
する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、
これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができ
る。
３、４（略）

②入国在留審査要領
　第１０編在留審査Ｐ５７～６０

第２章　資格外活動の許可
第２節　審査
第１　一般原則
　次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる活動に従事する場合に許可する。
１　申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるもので
ないこと。
（注）単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。（中略）
２　現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
（注）留学生で学校に行っていない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない。
３　申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。
４　申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
（１）法令（刑事・民事を問わない）に違反すると認められる活動
（２）風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特
殊営業，映像送信型性風俗特殊営業，店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して
行う活動
（中略）
５ 収容令書の発付を受けていないこと。
第２ 特則
２ 「留学」の在留資格をもって在留する者
（１）包括許可
（略）
（２）個別許可
　「留学」の在留資格をもって在留する者から（１）に掲げる範囲外の活動について許可の申請があったとき
は，第１の各要件に適合し，かつ，次のいずれにも該当する場合に限り，活動を行う本邦の公私の機関の名称
及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可する。
　なお，包括的な資格外活動許可以外の資格外活動許可申請については，空海港において「留学」の在留資格
に係る上陸許可に引き続き申請が行われても，これを許可しない。
ア　稼働の目的が本邦留学中の学費その他の必要経費を補うためのものであること。
イ　申請に係る活動が語学教師，通訳，翻訳，家庭教師その他当該留学生の専攻科目と密接な関係のある職種
又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
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日本において行うことができる活動内容等  

提出資料 

人文知識・国際業務 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とす

る業務に従事する活動（在留資格「教授」，「芸術」，「報道」，「投資・経営」，「法律・会計業務」，「医療」，「研究」，「教

育」，「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。）。 

該当例としては，通訳，デザイナー，私企業の語学教師など。 

  カテゴリー１ カテゴリー２ カテゴリー３ カテゴリー４

区分 

（所属機関）

(1)日本の証券取引所に上

場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)日本又は外国の国・地

方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人・認可法人

(6)日本の国・地方公共団

体認可の公益法人

(7)法人税法別表第１に掲

げる公共法人

前年分の給与所得の源泉

徴収票等の法定調書合計

表中，給与所得の源泉徴

収合計表の源泉徴収税額

が１，５００万円以上ある

団体・個人

前年分の職員の給与所得

の源泉徴収票等の法定調

書合計表が提出された団

体・個人（カテゴリー２を除

く）

左のいずれにも該当しな

い団体・個人

提出資料 【共通】 

１在留資格認定証明書交付申請書 １通  

 ※地方入国管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することも

できます。 

 

２写真（縦４cm×横３cm） １葉 

 ※申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。 

 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付してください。 

 

３返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，３９２円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの） １通 

  

４上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 

 カテゴリー１：四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書（写し） 

         主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し） 

 カテゴリー２・３：前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあるものの写し） 

 

５専門学校を卒業し，専門士又は高度専門士の称号を取得した者については，専門士又は高度専門士の

称号を付与されたことを証明する文書 １通  

カテゴリー１及びカテゴリー２については，その他の資

料は原則不要。

６申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれ

かの資料

  (1)労働契約を締結する場合 

労働基準法第15条第１項及び同法施行規則第５条

に基づき，労働者に交付される労働条件を明示する

文書 １通 

  (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議

した株主総会の議事録（報酬委員会が設置されて

いる会社にあっては同委員会の議事録）の写し １

通 

  (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会

社以外の団体の役員に就任する場合 

地位（担当業務），期間及び支払われる報酬額を明

大臣・副大臣・政務官  

広報・報道・大臣会見  

法務省の概要  

所管法令等  

資格・採用情報  

法務省政策会議  

政策・施策  

政策評価等  

パブリックコメント  

審議会等  

白書・統計  

予算・決算  

政府調達情報  

情報公開・公文書管理・個人情

報保護  

法令適用事前確認手続  

公益法人・公益信託関係

手続

外国法事務弁護士関係手

続

弁護士資格認定制度関係

手続

債権回収会社（サービサ

ー）関係手続

認証紛争解決サービス

（かいけつサポート）関係

手続

戸籍関係手続

国籍関係手続

後見登記関係手続

不動産登記関係手続

商業・法人登記関係手続

電子公告関係手続

動産譲渡登記関係手続

債権譲渡登記関係手続

電子認証関係手続

供託関係手続

更生保護法人・更生保護

事業関係手続

出入国管理及び難民認定

法関係手続

行政手続の案内メニュー

その他のメニュー

法務省：人文知識・国際業務

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_12.html



 

 

らかにする所属団体の文書 １通 

７申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文

書

  (1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及

び内容並びに期間を明示した履歴書 １通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文

書

  (1)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育

を受けたことを証明する文書 １通 

  (2)関連する業務に従事した期間を証する文書（大

学，高等専門学校，高等学校又は専修学校の専門

課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻

した期間の記載された当該学校からの証明書を含

む。） １通 

  ※【共通】５の資料を提出している場合は不要 

＊外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必

要とする業務に従事する場合（大学を卒業した者が

翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除

く。）は，関連する業務について３年以上の実務経験

を証明する文書 １通 

８事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

  (1)勤務先等の沿革，役員，組織，事業内容（主要取

引先と取引実績を含む。）等が詳細に記載された案

内書 １通 

  (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文

書 １通 

  (3)登記事項証明書 １通 

９直近の年度の決算文書

の写し １通

９ 直近の年度の決算文書

の写し。新規事業の場

合は事業計画書 １通

10前年分の職員の給与所

得の源泉徴収票等の法

定調書合計表を提出で

きない理由を明らかに

する次のいずれかの資

料

  (1)源泉徴収の免除を受

ける機関の場合 

外国法人の源泉徴収に

対する免除証明書その

他の源泉徴収を要しな

いことを明らかにする資

料 １通 

  (2)上記(1)を除く機関の

場合 

(1)給与支払事務所等の

開設届出書の写し １通

(2)次のいずれかの資料

ア直近３か月分の給与

所得・退職所得等の

所得税徴収高計算書

（領収日付印のあるも

のの写し） １通

イ納期の特例を受けて

いる場合は，その承

認を受けていることを

明らかにする資料 １

通

※ 申請人とは，日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。  

※ 日本で発行される証明書は全て，発効日から３か月以内のものを提出してください。  

 

※※ 身分を証する文書（会社の身分証明書等） 提示  

上記については，代理人，申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において，申請を提出することができる

オンライン申請  

ご意見・ご提案  

相談窓口  

その他  

法務省：人文知識・国際業務
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留意事項 

方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。  

※※※このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を求める場合もあります

ので，あらかじめ，ご承知おき願います。※※※ 

１ 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。 

２ 提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。  

３ 原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合

は，申請時に申し出て下さい。 

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話：03-3580-4111（代表）

アクセス 法務省パンフレット プライバシーポリシー ご利用にあたって 政府関連リンク

Copyright © The Ministry of Justice All Right Reserved.
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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留資格変更許可申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請】 > 人文知識・国際業務 

日本において行うことができる活動内容等 

提出資料 

人文知識・国際業務 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とす

る業務に従事する活動（在留資格「教授」，「芸術」，「報道」，「投資・経営」，「法律・会計業務」，「医療」，「研究」，「教

育」，「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。）。 

該当例としては，通訳，デザイナー，私企業の語学講師など。 

  カテゴリー１ カテゴリー２ カテゴリー３ カテゴリー４

区分 

（所属機関）

(1)日本の証券取引所に上

場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)日本又は外国の国・地

方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人・認可法人

(6)日本の国・地方公共団

体認可の公益法人

(7)法人税法別表第１に掲

げる公共法人

前年分の給与所得の源泉

徴収票等の法定調書合計

表中，給与所得の源泉徴

収合計表の源泉徴収税額

が１，５００万円以上ある

団体・個人

前年分の職員の給与所得

の源泉徴収票等の法定調

書合計表が提出された団

体・個人（カテゴリー２を除

く）

左のいずれにも該当しな

い団体・個人

提出資料 【共通】

   

１在留資格変更許可申請書 １通

  ※地方入国管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することも

できます。

   

２写真（縦４cm×横３cm） １葉 

※申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。 

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。 

３パスポート及び在留カード（在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。） 提示

   

４上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 

カテゴリー１：四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書（写し）

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し）

カテゴリー２及びカテゴリー３：前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあ

るものの写し）

   

５専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については，専門士又は高度専門士の称

号を付与されたことを証明する文書 １通

カテゴリー１及びカテゴリー２については，その他の資

料は原則不要。

６申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれ

かの資料 

(1)労働契約を締結する場合

  労働基準法第15条第１項及び同法施行規則第５

条に基づき，労働者に交付される労働条件を明

示する文書 １通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決

議した株主総会の議事録（報酬委員会が設置さ

れている会社にあっては同委員会の議事録）の

写し １通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会

社以外の団体の役員に就任する場合

  地位（担当業務），期間及び支払われる報酬額を

明らかにする所属団体の文書 １通

大臣・副大臣・政務官  

広報・報道・大臣会見  

法務省の概要  

所管法令等  

資格・採用情報  

法務省政策会議  

政策・施策  

政策評価等  

パブリックコメント  

審議会等  

白書・統計  

予算・決算  

政府調達情報  

電子入札システム  

情報公開・公文書管理・個人情

報保護  

法令適用事前確認手続  

公益法人・公益信託関係

手続

外国法事務弁護士関係手

続

弁護士資格認定制度関係

手続

債権回収会社（サービサ

ー）関係手続

認証紛争解決サービス

（かいけつサポート）関係

手続

戸籍関係手続

国籍関係手続

後見登記関係手続

不動産登記関係手続

商業・法人登記関係手続

電子公告関係手続

動産譲渡登記関係手続

債権譲渡登記関係手続

電子認証関係手続

供託関係手続

更生保護法人・更生保護

事業関係手続

出入国管理及び難民認定

法関係手続

行政手続の案内メニュー

その他のメニュー
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７申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文

書 

(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及

び内容並びに期間を明示した履歴書 １通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文

書

 a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教

育を受けたことを証明する文書 １通

 b. 関連する業務に従事した期間を証する文書（大

学，高等専門学校，高等学校又は専修学校の専門

課程において当該技術又は知識に係る科目を専

攻した期間の記載された当該学校からの証明書を

含む。） １通

 ※【共通】５の資料を提出している場合は不要 

＊外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を

必要とする業務に従事する場合（大学を卒業した

者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を

除く。）は，関連する業務について３年以上の実務

経験を証明する文書 １通

  

   

８事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 

(1)勤務先等の沿革，役員，組織，事業内容（主要取

引先と取引実績を含む。）等が詳細に記載された

案内書 １通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文

書 １通

(3)登記事項証明書 １通

９直近の年度の決算文書

の写し １通

９ 直近の年度の決算文書

の写し。新規事業の場

合は事業計画書 １通

   

10前年分の職員の給与所

得の源泉徴収票等の法

定調書合計表を提出で

きない理由を明らかに

する次のいずれかの資

料

  (1)源泉徴収の免除を受

ける機関の場合

 外国法人の源泉徴収

に対する免除証明書そ

の他の源泉徴収を要し

ないことを明らかにす

る資料 １通

(2)上記(1)を除く機関の

場合

 (1)給与支払事務所等

の開設届出書の写し 

１通

 (2)次のいずれかの資

料 

ア直近３か月分の給与

所得・退職所得等の

所得税徴収高計算

書（領収日付印のあ

るものの写し） １通

イ納期の特例を受けて

いる場合は，その承

認を受けていること

を明らかにする資料

１通

※ 申請人とは，日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。  

※ 日本で発行される証明書は全て，発行日から３か月以内のものを提出してください。  

オンライン申請  

ご意見・ご提案  

相談窓口  

その他  

法務省：人文知識・国際業務
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留意事項 

 

※※ 身分を証する文書等（申請取次者証明書，戸籍謄本等） 提示  

※上記については，申請人本人以外の方（申請が提出できる方については，こちらのページを参照して下さい。）が申請

を提出する場合において，申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また，申請人

以外の方が申請書類を提出する場合であっても，上記３の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です

が，在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は，写しの提出でも差し支えありません。  

※※※このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を求める場合もあります

ので，あらかじめ，ご承知おき願います。※※※ 

１ 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さ

い。  

２ 提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。  

３ 原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合

は，申請時に申し出て下さい。  

４ 活動内容を変更し，他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は，速やかに申請して下さい。継続して３か月以

上，現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は，在留資格の取消しの対象となります。 

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話：03-3580-4111（代表）

アクセス 法務省パンフレット プライバシーポリシー ご利用にあたって 政府関連リンク

Copyright © The Ministry of Justice All Right Reserved.
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提出資料 

人文知識・国際業務 

※ 申請人とは，日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。 

※ 日本で発行される証明書は全て，発行日から３か月以内のものを提出してください。  

 

※※ 身分を証する文書等（申請取次者証明書，戸籍謄本等） 提示 

※ 上記については，申請人本人以外の方（申請が提出できる方については，こちらのページを参照して下さい。）が申請

を提出する場合において，申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また，申請人以

外の方が申請書類を提出する場合であっても，上記３の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが，在

  カテゴリー１ カテゴリー２ カテゴリー３ カテゴリー４

区分 

（所属機関）

（１） 日本の証券取引所に

上場している企業 

（２） 保険業を営む相互会

社 

（３） 日本又は外国の国・

地方公共団体 

（４） 独立行政法人 

（５） 特殊法人・認可法人 

（６） 日本の国・地方公共

団体認可の公益法人 

（７） 法人税法別表第１に

掲げる公共法人

前年分の給与所得の源泉

徴収票等の法定調書合計

表中，給与所得の源泉徴

収合計表の源泉徴収税額

が１，５００万円以上ある

団体・個人

前年分の職員の給与所得

の源泉徴収票等の法定調

書合計表が提出された団

体・個人（カテゴリー２を除

く）

左のいずれにも該当しな

い団体・個人

提出資料 【共通】 

 

１  在留期間更新許可申請書 １通 

※地方入国管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することもで

きます。 

 

２ 写真（縦４cm×横３cm） １葉 

※申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。 

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。 

 

３  パスポート及び在留カード（在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。） 提示 

 

４  上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 

 カテゴリー１： 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書（写し） 

          主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し） 

 カテゴリー２及びカテゴリー３： 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあ

るものの写し） 

 

カテゴリー１及びカテゴリー２については，その他の資

料は原則不要。

５ 住民税の課税（又は非課税）証明書及び納税証明

書（１年間の総所得及び納税状況が記載されたもの） 

各１通 

※１月１日現在お住まいの市区町村の区役所・市役

所・役場から発行されます。 

※１年間の総所得及び納税状況（税金を納めている

かどうか）の両方が記載されている証明書であれば，

いずれか一方でかまいません。 

※入国後間もない場合や転居等により，お住まいの

区役所・市役所・役場から発行されない場合は，最寄

りの地方入国管理官署にお問い合わせください。 

 

６ 職務内容に変更があった場合には，変更後の職

務内容に係る業務の内容を詳細に説明する勤務先

の文書 １通 

大臣・副大臣・政務官  

広報・報道・大臣会見  

法務省の概要  

所管法令等  

資格・採用情報  

法務省政策会議  

政策・施策  

政策評価等  

パブリックコメント  

審議会等  

白書・統計  

予算・決算  

政府調達情報  

電子入札システム  

情報公開・公文書管理・個人情

報保護  

法令適用事前確認手続  

公益法人・公益信託関係

手続

外国法事務弁護士関係手

続

弁護士資格認定制度関係

手続

債権回収会社（サービサ

ー）関係手続

認証紛争解決サービス

（かいけつサポート）関係

手続

戸籍関係手続

国籍関係手続

後見登記関係手続

不動産登記関係手続

商業・法人登記関係手続

電子公告関係手続

動産譲渡登記関係手続

債権譲渡登記関係手続

電子認証関係手続

供託関係手続

更生保護法人・更生保護

事業関係手続

出入国管理及び難民認定

法関係手続

行政手続の案内メニュー

その他のメニュー
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留意事項 

留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は，写しの提出でも差し支えありません。 

※※このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を求める場合もありますので，

あらかじめ，ご承知おき願います。 ※※ 

1. 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さ

い。  

2. 提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。  

3. 原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合

は，申請時に申し出てください。  

4. この申請は，在留期限の３か月前（在留期間が３か月以内である場合は，在留期間のおおむね２分の１以上が経過し

たとき）から行うことができますので，余裕を持って申請をして下さい。  

オンライン申請  

ご意見・ご提案  

相談窓口  

その他  

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話：03-3580-4111（代表）
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